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三

 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
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福
島
県
人
事
委
員
会
 

○
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 
 
 
       一
九
五

 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号
 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
総
  務
 
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号
 

 
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
 

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
 

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
 

  県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
 

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
 

よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
三
一
七
円
」
を
「
四
、
六
一
三
円
」
に
、
「
一
二
、
七
五
〇

円
」
を
「
一
二
、
九
五
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
九
二
〇
円
」

を
「
五
、
〇
二
八
円
」
に
、
「
一
二
、
七
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
五
四
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五

歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
五
六
五
円
」
を
「
五
、
六
四
八
円
」
に
、
「
一
三
、
〇
二
八
円
」

を
「
一
三
、
〇
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
〇
九
〇
円
」
を

「
六
、
二
〇
八
円
」
に
、
「
一
六
、
〇
二
八
円
」
を
「
一
五
、
九
四
四
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
三
九
円
」
を
「
六
、
六
四
七
円
」
に
、
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
を

「
一
八
、
四
九
八
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
七
四
九
円
」
を

「
六
、
九
二
五
円
」
に
、
「
二
二
、
〇
六
五
円
」
を
「
二
一
、
六
八
五
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳

以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
六
八
八
円
」
を
「
六
、
九
〇
三
円
」
に
、
「
二
三
、
七
五
〇
円
」
を

「
二
三
、
五
二
四
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
二
七
四
円
」
を

「
六
、
五
五
一
円
」
に
、
「
二
四
、
四
〇
九
円
」
を
「
二
四
、
五
五
一
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳

以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
五
四
九
円
」
を
「
五
、
七
五
七
円
」
に
、
「
二
三
、
一
八
三
円
」
を

「
二
三
、
〇
五
二
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
六
二
九
円
」
を

「
四
、
六
〇
二
円
」
に
、
「
二
○
、
七
五
四
円
」
を
「
一
九
、
〇
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳

以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
三
、
九
四
〇
円
」
を
「
三
、
九
五
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
二
一
七
円
」
を

「
一
五
、
二
四
七
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
四
〇
円
」
を
「
三
、
九
五
〇
円
」

に
、
「
一
二
、
七
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
五
四
円
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

１
 
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
程
（
本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
二
、
七
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
五
四
円
」
に
 

 
改
め
る
部
分
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
一
二
、
七
五
〇
円
」
を
「
一
二
、
九
五
 

 
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
三
、
〇
二
八
円
」
を
「
一
 

三
、
〇
九
〇
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
四
、
四
〇
九
円
」
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を
「
二
四
、
五
五
一
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
二
 

一
七
円
」
を
「
一
五
、
二
四
七
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
一
二
、
七
五
 

〇
円
」
を
「
一
二
、
九
五
四
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
 

の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
 

額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
 

同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
 

期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
 

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
号
 

 
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程
 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
 

定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
介
護
補
償
の
金
額
を
定
め
る
規
程
 

（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
一
○
四
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
〇
四
、
二
九
〇
円
」
 

に
、
「
五
六
、
七
二
〇
円
」
を
「
五
六
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
 

中
「
五
二
、
二
七
〇
円
」
を
「
五
二
、
一
五
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
三
六
〇
円
」
を
「
二
八
、
三
〇
〇
 

円
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
一
号
 

 
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
入
所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
介
 

護
補
償
を
行
わ
な
い
施
設
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
入
所
し
て
い
る
期
間
 

に
つ
い
て
介
護
補
償
を
行
わ
な
い
施
設
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
 

  県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
に
係
る
入
所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
介
 

護
補
償
を
行
わ
な
い
施
設
を
定
め
る
規
程
（
平
成
八
年
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
本
則
第
三
号
を
削
る
。
 

附
 
則
 

 
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
二
号
 

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
映
画
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
三
号
 

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

二
一
〇

推
奨
番
号
 

鬼
に
訊
け
 

 
宮
大
工
西
岡
常
一
の
遺
言
 

名
 
 
 
称
 

配
給
・
株
式
会
社
太
秦

制
作
者
又
は
配
給
者
 

推
奨
対
象
 
中
学

生
、
高
校
生
、
青

年
及
び
一
般

備
 
考
 

六
五
四
七

六
五
四
六

六
五
四
五

指
定
番
号

雑
 
誌
 

コ
ミ
ッ

ク
 

コ
ミ
ッ

ク
 種

 
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド
 
２
０

１
２
 
６
月
号
 

（
０
６
２
３
１
―
０
６
）

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話
デ

ラ
ッ
ク
ス
 
Ｖ
Ｏ
Ｌ
６

７
 
恐
怖
の
快
楽
 
６
月

号
増
刊
 

（
０
２
８
５
０
―
６
）
 

コ
ア
コ
ミ
ッ
ク
ス
２
９
３

衝
撃
件
 
封
印
さ
れ
た
真

相
 
第
五
章
 

（
５
３
４
５
２
―
９
３
）

名
 
 
称
 
 
等
 

株
式
会
社
笠
倉
出

版
社
 

株
式
会
社
ぶ
ん
か

社
 

株
式
会
社
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン
 

発
 
行
 
者
 

著
し
く
青
少
年
の

自
殺
又
は
犯
罪
を

誘
発
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
阻
害

著
し
く
青
少
年
の

粗
暴
性
又
は
残
虐

性
を
助
長
し
、
そ
の

健
全
な
育
成
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
 

指
定
理
由
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（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
四
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
六

月
八
日
か
ら
同
年
十
月
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市
民
情

報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
ザ
・
ビ
ッ
グ
福
島
大
森
店
 
福
島
県
福
島
市
大
森
字
城
ノ
内
二
十
七
番
地
ほ
か
  

二
  変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

  １
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

     
（
変
更
前
）
午
前
九
時
 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
 

２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

    
 （
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

     
（
変
更
後
）
午
前
六
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 
 

 
 
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

    マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
南
東
北
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
五
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
 

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
 

四
年
六
月
八
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商

工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

    （
仮
称
）
マ
ル
ト
Ｓ
Ｃ
勿
来
十
条
 
福
島
県
い
わ
き
市
勿
来
町
窪
田
十
条
三
番
二
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

１
 
交
通
に
係
る
事
項
 

市
道
町
通
・
十
条
線
出
入
口
（
二
箇
所
）
隅
切
り
設
定
に
お
い
て
、
視
認
性
確
保
に
留
意
す
る

こ
と
。
 

２
 
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
 

騒
音
に
係
る
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
騒
音
の
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
最
小
と
な
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

 
 
 
ま
た
、
夜
間
に
お
け
る
騒
音
の
予
測
値
（
最
大
値
）
が
、
一
部
の
敷
地
境
界
で
規
制
基
準
を
超

過
し
て
い
る
た
め
、
騒
音
防
止
対
策
を
検
討
の
う
え
、
可
能
な
限
り
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
な
お
、
設
置
を
予
定
し
て
い
る
冷
凍
機
は
、
一
部
の
施
設
が
福
島
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関

す
る
条
例
の
騒
音
指
定
施
設
に
該
当
し
て
い
る
た
め
、
 設
置
工
事
の
開
始
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、

市
環
境
監
視
セ
ン
タ
ー
に
届
出
が
必
要
と
な
る
の
で
、
事
前
に
担
当
者
ま
で
相
談
の
上
、
適
切
に

届
出
す
る
こ
と
。
 

３
  廃
棄
物
に
係
る
事
項
等
 

（一）
 
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
今
回
の
店
舗
運
営
に
お
い
て
発
生
す
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
一
般
廃
棄
物
も
し
く
は
産
業

廃
棄
物
に
区
分
し
た
上
で
、
適
切
に
処
理
を
進
め
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
産
業
廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
委
託
基
準
に
従
う
こ
と
。
ま
た
、

産
業
廃
棄
物
を
処
理
委
託
業
者
に
引
き
渡
す
際
に
は
法
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
産

業
廃
棄
物
管
理
票
（
以
下
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
交
付
し
た
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
（
Ａ
票
）
に
つ
い
て
は
、
交
付
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
と
と
も
に
、
最
終
処
分
後

に
戻
っ
て
き
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
Ｅ
票
）
と
必
ず
照
合
す
る
こ
と
。
 

さ
ら
に
、
一
般
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
「
い
わ
き
市
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
」
に
基
づ

き
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
努
め
る
な
ど
、
適
正
に
処
理
を
進
め
る
こ
と
。
 

（二）
 
廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
 

産
業
廃
棄
物
を
保
管
す
る
際
に
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
管
基
準
に
従

う
こ
と
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
を
同
一
施
設
で
保
管
す
る
場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
と

産
業
廃
棄
物
を
区
分
し
た
上
で
保
管
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
さ
ら
に
、
今
回
、
保
管
施
設
に
お
い
て
生
ご
み
を
保
管
す
る
こ
と
か
ら
、
悪
臭
が
飛
散
し
な

い
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
ね
ず
み
が
生
息
し
、
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害
虫
が
発
生

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

４
 
そ
の
他
 

 
 
 
周
辺
住
民
か
ら
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
は
、
申
立
人
及
び
関
係
機
関
の
指
導
等
に
誠
意

を
持
っ
て
対
応
し
、
迅
速
な
解
決
に
努
め
る
こ
と
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 

 

 

 

 

す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
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福
島
県
告
示
第
三
百
六
号
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
 

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
 

四
年
六
月
八
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商
工
振

興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 

一
  意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

    コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
郡
山
店
 
福
島
県
郡
山
市
図
景
二
丁
目
百
四
十
八
番
地
一
ほ
か
 

二
  法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
 

 
 
意
見
な
し
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
七
号
 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
畜
 
産
 
課
）
 

 

公
 
 
告
 

          

                                      公
告
第
百
四
十
六
号
 

ヨ
ー
ネ

病
 病

名
 

牛
 

畜
 種

疑
似
患
畜
 

患
畜
及
び
疑
似

患
畜
の
区
分
 

二
頭
 

発
見
頭
数

東
白
川
郡
 

発
見
の
場
所

平
成
二
四
年

五
月
三
〇
日
 

発
見
年
月
日

再
検
査

摘

要

公
告
１
４
４
号
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
ハ
ウ
ジ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令

第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則

第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

６
月
８
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量
 

 
 
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
ハ
ウ
ジ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
 
一
式
 

 ２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
30日

 
４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
 
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
19番

２
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

 
 
26,775,000円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
 
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

 
 
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
２
号
該
当
 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）

公
告
１
４
５
号
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
保
守
運
用
管
理
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372

号
。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17

号
）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

６
月
８
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量
 

 
 
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
保
守
運
用
管
理
業
務
 
一
式
 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課
 
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

 
３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
30日

 
４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

 
 
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
 
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
19番

２
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

 
 
208,950,000円

 
６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
 
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

 
 
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
２
号
該
当
 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

                                             
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
支
援
ワ
ー
カ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

星
 
祐
司
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
向
原
四
番
地
二
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
介
護
・
相
談
援
助
等
の
日
常
生
活
全
般
に
わ
た
る
生

活
支
援
、
及
び
子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

                      

                                       

公
告
第
１
４
７
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
脱
水
汚
泥
処
分
業
務
（
セ
メ
ン
ト
化
）

の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」

と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

６
月
８
日
 

福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
長
 
小
 
澤
 
尚
 
晴
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
予
定
数
量
 

  
 脱
水
汚
泥
処
分
業
務
（
セ
メ
ン
ト
化
）
 
6,500t 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
公
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
一
本
松
43番

地
 

３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
23日

 
４
  随

意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

   
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
 
東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
３
番
５
号
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

   
11,550円

（
１
ｔ
当
た
り
）
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
  随

意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

   
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
１
号
該
当
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
（
総
 
務
 
課
）

 公
告
第
１
４
８
号
 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
脱
水
汚
泥
収
集
運
搬
業
務
（
セ
メ
ン

ト
化
）
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例

政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

６
月
８
日
 

福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
長
 
小
 
澤
 
尚
 
晴
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
予
定
数
量
 

脱
水
汚
泥
収
集
運
搬
業
務
（
セ
メ
ン
ト
化
）
 
6,500t 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
公
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
一
本
松
43番

地
 

３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
23日

 
４
  随

意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

   
開
発
運
輸
株
式
会
社
 
岩
手
県
大
船
渡
市
日
頃
市
町
字
中
板
用
45番

地
８
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

   
8,190円

（
１
ｔ
当
た
り
）
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
  随

意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

   
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
１
号
該
当
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
総
 
務
 
課
）

公
告
第
１
４
９
号
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
脱
水
汚
泥
収
集
運
搬
及
び
処
分
業
務

（
コ
ン
ポ
ス
ト
化
）
の
委
託
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
372号

。
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

）
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
24年

６
月
８
日
 

福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
長
 
小
 
澤
 
尚
 
晴
 

１
 
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
予
定
数
量
 

 
 脱
水
汚
泥
収
集
運
搬
及
び
処
分
業
務
（
コ
ン
ポ
ス
ト
化
）
 
3,000t 

２
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
公
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
福
島
県
県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
 
福
島
県
福
島
市
鎌
田
字
一
本
松
43番

地
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福
島
県
人
事
委
員
会
 

 
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

    平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
 

                                         
 
 
 
 
福
島
県
人
事
委
員
会
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委
員
長
 
大
須
賀
 
美
智
子
 

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
 

      県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

  県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
別
表
中
「
出
納
局
長
 
市
町
村
復
興
支
援
担
当
理
事
」
を
「
出
納
局
長
」
に
、
「
理
事
」
を
「
理
事
 

避
難
地
域
復
興
局
長
」
に
、「
環
境
回
復
推
進
監
」
を
「
環
境
回
復
推
進
監
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
水
 
産
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水
産
  

試

験

場
 
場
長
 
副
場
長
 
事
務
長
 
い
わ
き
丸
船
長
 
支
場
長
 

種
苗
研
究
所
 
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

 
 場
  場
長
 
副
場
長
 
事
務
長
 
い
わ
き
丸
船
長
 
支
場
長
」
に
、
「
学
校
経
営
支
援
課
の
人
事
担
 

当
の
主
幹
、
主
任
管
理
主
事
及
び
管
理
主
事
」
を
「
義
務
教
育
課
の
人
事
担
当
の
主
幹
、
主
任
管
理
主
 

事
及
び
管
理
主
事
 
高
校
教
育
課
の
人
事
担
当
の
主
幹
、
主
任
管
理
主
事
及
び
管
理
主
事
 
特
別
支
援
 

教
育
課
の
人
事
担
当
の
主
幹
、
主
任
管
理
主
事
及
び
管
理
主
事
」
に
、
「
管
理
課
長
 
指
導
管
理
課
長
」 

を
「
学
校
教
育
課
長
」
に
改
め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
総
務
審
査
課
）
 

  

                                      

３
 
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
 

 
 
平
成
24年

３
月
23日

 
４
 
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
 

   
サ
ン
ト
ー
マ
ス
株
式
会
社
 
福
島
県
二
本
松
市
下
川
崎
字
三
界
山
33番

地
 

５
 
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額
 

   
18,795円

（
１
ｔ
当
た
り
）
 

６
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 

 
 
随
意
契
約
 

７
  随

意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
 

   
特
例
政
令
第
10条

第
１
項
第
１
号
該
当
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
（
総
 
務
 
課
）

 

産
業
推
進
監
」
に
、
「
出
納
局
次
長
」
を
「
出
納
局
次
長
 
避
難
地
域
復
興
局
次
長
」
に
、

を
「
水

産

試

験
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